
　
法務省保護局

保護観察対象者等の状況について

１　保護観察号種別新受人員の推移（平成１７年～平成３０年）
※値は，犯罪白書，保護統計年報及び法務省保護局の資料による。

２　平成３０年末 保護観察対象者類型認定状況(仮釈放者・保護観察付執行猶予者）

※（　）内は，保護観察中の仮釈放者及び保護観察付執行猶予者
の総数（類型が認定されていない者を含む。）のうち，各類型に
認定された者の占める比率である。

※複数の類型に認定されている者については，該当する全ての類
型について計上している。
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法務省保護局保護観察対象者等の状況について

３　性犯罪等対象者（年末現在）の類型認定人員の推移及び「性犯罪等対象者」の類型に認定された者の占める比率
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法務省保護局保護観察対象者等の状況について

４　性犯罪者処遇プログラム受講者数の推移

５　性犯罪等対象者の新規受理人員の属性(平成３０年）
(1)　コアプログラム受講に係る特別遵守事項の有無と除外事由
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法務省保護局保護観察対象者等の状況について

(2)　保護観察期間

(3)　罪種

2.6% 26.2% 51.6% 19.0% 0.6% 0.1% 

1月未満 ３月未満 ６月未満 １年未満 １年以上 ５年以上 

1.1% 6.6% 34.4% 34.7% 23.2% 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 

27.0% 3.3% 26.8% 9.2% 2.4% 31.3% 

単独強姦 集団強姦 わいせつ 小児わいせつ 小児強姦 その他 

5.4% 0.6% 44.1% 13.5% 36.4% 

単独強姦 集団強姦 わいせつ 小児わいせつ 小児強姦 その他 

保護観察付

執行猶予者 

（３４９） （４７） （１５４） 

仮釈放者 

（８２２） 

仮釈放者 

（８２２） 

保護観察付

執行猶予者 

（３４９） 

（２１５） （２１） （４２４） 

（２３） （４） 

（１５６） （５） （１） 

（１２０） （１２１） （８１） 

（２７） （２２０） 

（１９） 

（２２２） （７６） （２０） （２５７） 

（２） （１２７） 

4



　
法務省保護局保護観察対象者等の状況について

６　仮釈放の取消し又は刑の執行猶予の取消しにより保護観察が終了した人員及びその割合の推移
(1)　仮釈放者

(2)　保護観察付執行猶予者　
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